
 

○久喜市水道給水条例施行規程 

平成22年３月23日 

水道企業管理規程第12号 

改正 令和２年３月30日水企管理規程第１号 

（趣旨） 

第１条 この規程は、久喜市水道給水条例（平成22年久喜市条例第92号。以下「条例」と

いう。）第36条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（給水装置工事の申込み） 

第２条 条例第５条の規定により給水装置の新設、改造、修繕又は撤去を行う者は、給水装

置工事申込書兼設計審査申込書（様式第１号）により申し込むものとする。 

（設計変更等の届出） 

第３条 前条の規定により給水装置の工事の承認を受けた者は、その設計を変更し、又は当

該給水装置の工事を取消ししようとするときは、給水装置工事（設計変更・取消し）届出

書（様式第２号）により水道事業の管理者の権限を行う市長（以下「管理者」という。）

に届け出なければならない。 

（簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等） 

第４条 条例第10条の３第２項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びそ

の管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。 

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。 

ア 水槽の掃除を１年以内ごとに１回、定期に行うこと。 

イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措

置を講ずること。 

ウ 給水栓における水の色、臭い、味、色度、濁度その他の状態により供給する水に異

常を認めたときは、水質基準に関する省令（平成15年厚生労働省令第101号）の表の

上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。 

エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停

止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ず

ること。 

(2) 前号の管理に関し、１年以内ごとに１回、定期に、法第34条の２第２項に規定する

地方公共団体の機関若しくは厚生労働大臣の指定する者又は管理者が認める者による

給水栓における水の色、臭い、味、色度、濁度に関する検査及び残留塩素の有無に関す



 

る水質の検査を受けること。 

（給水契約の申込み） 

第５条 条例第12条の規定による給水契約の申込みは、給水契約申込書（様式第３号）又

は給水契約申込書（新規用）（様式第４号）により行うものとする。 

（代理人の選定届） 

第６条 条例第13条の規定による代理人を置くときは、給水装置の所有者の代理人選定届

出書（様式第５号）により届け出なければならない。 

（管理人の選定届等） 

第７条 条例第14条の規定により管理人の選定又は変更をした場合は、速やかに管理人選

定（変更）届出書（様式第６号）により届け出なければならない。 

（定例日） 

第８条 条例第23条の規定による定例日は、毎月１日から月末までの間において管理者が

区域別に定める。 

（使用水量の認定） 

第９条 条例第24条の規定による使用水量の認定は、前３回における使用水量その他の事

情を斟酌して算定し、これにより難いときは見積量による。 

（料金の納期限） 

第10条 条例第27条第１項の料金の納期限は、次に定めるところによる。ただし、管理者

が特に必要と認める場合は、これを変更することができる。 

(1) 納入通知書による払込みの方法による場合 納入通知書を発行した日の属する月の

月末 

(2) 金融機関による口座振替の方法による場合 管理者が別に定める口座振替日 

２ 条例第27条第２項の料金の納期限は、納入通知書を発行した日から14日以内とする。 

（督促） 

第11条 条例第27条の２の督促状に指定する納期限は、督促状を発行した日から14日以内

とする。 

（料金等の軽減又は免除） 

第12条 条例第29条の規定により料金、手数料その他の費用の軽減又は免除を受けようと

する者は、料金等（軽減・免除）申請書（様式第７号）の申請書を提出しなければならな

い。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。 

２ 料金、手数料その他の費用を軽減する場合の額は、その都度管理者が定める。 



 

（支分引用者への通知） 

第13条 支分引用されている給水管の所有者は、給水装置を改造し、又は撤去しようとす

るときは、支分引用者に通知しなければならない。ただし、当該給水装置の改造又は撤去

についてあらかじめ支分引用者の承諾を得ている場合は、この限りでない。 

（その他） 

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、平成22年３月23日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行の日の前日までに、合併前の久喜市水道給水条例施行規程（平成11年

久喜市水道企業管理規程第２号）、菖蒲町水道事業給水条例施行規則（昭和53年菖蒲町

規則第11号）、栗橋町上水道給水条例施行規則（平成15年栗橋町規則第８号）又は鷲宮

町水道給水条例施行規則（昭和46年鷲宮町規則第１号）の規定によりなされた処分、手

続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（令和２年３月30日水企管理規程第１号） 

この規程は、令和２年４月１日から施行する。 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 


